
  スプリンクラー設備の設置を要しない有床診療所・病院の考え方（案） 

１．入院の常態化の有無 

２．診療科名による分類 

 

 
産科、眼科、耳鼻科、
皮膚科、歯科など※ 内科、外科など 

常態的に 
患者が入院
していない
と判断 

資料３－７ 

避難困難な者は少ないと判断 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

※ これ以外の診療科についても、入院患
者の容体などから、自立避難が可能であり
支障はないと考えられる場合にも、今後、
実態を確認したうえで免除することについ
て検討すべき。 

病床数 ○床 １床 

一日平均入院患者数が１人未満 

常態的に患者が入院していない施設 
（１）入院患者数が一日平均１人未満 

となる１～○床の施設 
（２）一日平均入院患者数が１人未満 

となる施設 

 免除される対象 
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